
 

主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 に 係 る 米 麦 等 の  

輸 入 通 関 の 際 に お け る 取 扱 い に つ い て  

蔵 関 第 256 号  
平 成 11 年 ３ 月 31 日  

改 正 財 関 第 ４ 号  
平 成 13 年 １ 月 ６ 日  
改 正 財 関 第 1005 号  

平 成 13 年 12 月 14 日  
改 正 財 関 第 674 号  

平 成 16 年 ６ 月 30 日  
改 正 財 関 第 675 号  

平 成 16 年 ６ 月 30 日  
改 正 財 関 第 420 号  

平 成 19 年 ３ 月 31 日  
改 正 財 関 第 698 号  

平 成 21 年 ６ 月 19 日  
改 正 財 関 第 1046 号  

平 成 22 年 10 月 １ 日  
改 正 財 関 第 964 号  

平 成 23 年 ８ 月 31 日  
改 正 財 関 第 321 号  

平 成 24 年 ３ 月 31 日  
改 正 財 関 第 1047 号  

平 成 27 年 10 月 13 日  
改 正 財 関 第 403 号  

平 成 28 年 ３ 月 31 日  
改 正 財 関 第 1120 号  

令 和 ２ 年 12 月 28 日  
改 正 財 関 第 285 号  

令 和 ３ 年 ３ 月 31 日  

 

 標 記 の こ と に つ い て 、別 添 の と お り 食 糧 庁 長 官 か ら 依 頼 が あ っ た の で 、平 成 11 年 ４

月 １ 日 か ら こ れ に よ り 実 施 さ れ た い 。  

 

11 食 糧 業 第 213 号 （ 加 食 ・ 貿 易 ）  
平 成 11 年 ３ 月 31 日  

改 正 12 食 糧 第 1174 号 （ 総 務 ）  
平 成 12 年 12 月 18 日  

改 正 13 食 糧 第 1699 号  
平 成 13 年 10 月 29 日  
改 正 15 食 料 第 710 号  
平 成 15 年 ６ 月 30 日  

改 正 15 総 合 第 2851 号  
平 成 16 年 ４ 月 １ 日  

改 正 18 総 食 第 1315 号  
平 成 19 年 ３ 月 30 日  

改 正 21 総 食 第 112 号  
平 成 21 年 ６ 月 19 日  

改 正 22 総 食 第 610 号  
平 成 22 年 10 月 １ 日  

改 正 23 総 食 第 697 号  
平 成 23 年 ８ 月 30 日  

改 正 23 生 産 第 6125 号  



 

平 成 24 年 ４ 月 ２ 日  
改 正 27 生 産 第 1842 号  

平 成 27 年 ９ 月 30 日  
改 正 27 政 統 第 658 号  
平 成 28 年 ２ 月 24 日  

改 正 ２ 政 統 第 1619 号  
令 和 ２ 年 12 月 21 日  

改 正 ２ 政 統 第 2428 号  
令 和 ３ 年 ３ 月 26 日  

 
 

大 蔵 省 関 税 局 長 殿  

食 糧 庁 長 官  

 

「 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 」 に 係 る 米 麦 等 の  

輸 入 通 関 の 際 に お け る 取 扱 い に つ い て  

 

 平 成 11 年 ４ 月 １ 日 か ら の 米 殻 等 に つ い て の 関 税 措 置 へ の 切 換 え に 伴 い 、米 麦 等 の 輸

入 通 関 の 際 に お け る 取 扱 い に つ い て 下 記 の と お り 定 め 、 同 日 か ら 実 施 す る こ と と し た

の で 、 ご 協 力 を お 願 い し ま す 。  

 な お 、同 日 付 け で「「 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 」に 係 る 米 麦 等 の

輸 出 入 通 関 の 際 に お け る 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成 ７ 年 ３ 月 29 日 付 け ７ 食 糧 業 第 274 号

（ 輸 入 ）） は 廃 止 し ま す 。  

 

記  

 

 

１  確 認 の 対 象 と な る 米 麦 等  

(1）   ｢主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 ｣(平 成 ６ 年 法 律 第 113 号 ｡以

下 ｢法 ｣と い う ｡)第 30 条 、 第 31 条 及 び 第 34 条 に 基 づ き 行 わ れ る 輸 入 の 対 象

と な る 米 穀 等 で あ っ て 税 関 に 確 認 を 依 頼 す る 米 穀 等 は 、 次 に 掲 げ る 物 品 で あ

る ｡ 

   関 税 定 率 法 別 表 の 第 1006.10 号 、第 1006.20 号 、第 1006.30 号 、第 1006.40

号 、第 1102.90 号 の 三 、第 1103.19 号 の 四 、第 1103.20 号 の 三 の (二 )、第 1104.19

号 の 二 の (二 )、 第 1104.29 号 の 二 、 第 1901.20 号 の 一 の (二 )の Ａ 及 び (三 )、

第 1901.90 号 の 一 の (二 )の Ａ 、 第 1904.10 号 の 二 の (一 )、 第 1904.20 号 の 二

の (一 )及 び 第 2106.90 号 の 二 の (一 )の Ａ に 掲 げ る 物 品 並 び に 第 1901.90 号 の

一 の (三 )及 び 第 1904.90 号 の 一 に 掲 げ る 物 品 の う ち 米 の 含 有 量 が 全 重 量 の

30％ を 超 え る も の  

(2) 法 第 42 条 、 第 43 条 及 び 第 45 条 に 基 づ き 行 わ れ る 輸 入 の 対 象 と な る 麦 等 で

あ っ て 税 関 に 確 認 を 依 頼 す る 麦 等 は 、 次 に 掲 げ る 物 品 で あ る ｡ 

 関 税 定 率 法 別 表 の 第 1001.11 号 、第 1001.19 号 、第 1001.91 号 、第 1001.99

号 、第 1003.10 号 、第 1003.90 号 、第 1008.60 号 の 二 、第 1101.00 号 、第 1102.90

号 の 一 及 び 二 、 第 1103.11 号 、 第 1103.19 号 の 一 及 び 二 、 第 1103.20 号 の 一 、

別 添  



 

四 及 び 五 、 第 1104.19 号 の 一 及 び 三 、 第 1104.29 号 の 一 及 び 三 、 第 1108.11

号 、第 1901.20 号 の 一 の (二 )の Ｂ 、Ｃ 及 び Ｄ の (ａ )、第 1901.90 号 の 一 の (二 )

の Ｂ 、Ｃ 及 び Ｄ の (ａ )、第 1904.10 号 の 二 の (二 )及 び (三 )、第 1904.20 号 の 二

の (二 )及 び (三 )、 第 1904.30 号 、 第 1904.90 号 の 二 及 び 三 並 び に 第 2106.90

号 の 二 の (一 )の Ｂ に 掲 げ る 物 品  

 

２  税 関 の 確 認 の 時 期 及 び 方 法  

 (1) 法 第 30 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、政 府 の 委 託 を 受 け た 者 が 輸 入 す る 米 穀 等

の 場 合 に つ い て は 、 次 に よ る も の と す る ｡ 

  ①  確 認 時 期  

 輸 入 申 告 の 際  

  ②  確 認 方 法  

 農 林 水 産 省 政 策 統 括 官 (以 下 ｢政 策 統 括 官 ｣と い う ｡)は 、米 穀 等 の 輸 入 を 目 的

と す る 買 入 れ を 委 託 し た 者 に 、 食 料 安 定 供 給 特 別 会 計 支 出 負 担 行 為 担 当 官 農

林 水 産 省 政 策 統 括 官 (以 下 ｢政 策 統 括 官（ 支 出 負 担 行 為 担 当 官 ）｣と い う ｡)を 甲

と し 受 託 者 を 乙 と し た ｢輸 入 米 穀 (等 )買 入 委 託 契 約 書 ｣の 写 し を 輸 入 申 告 の 際

に 提 出 さ せ る の で 、 当 該 契 約 書 の 写 し の 記 載 内 容 (数 量 )と 輸 入 申 告 書 等 の 記

載 内 容 と の 対 査 確 認 及 び 政 策 統 括 官（ 支 出 負 担 行 為 担 当 官 ）印 の 押 印 (印 影 写

し )(別 紙 １ )を 確 認 す る ｡ 

 な お 、 数 量 の 確 認 に お い て 、 政 策 統 括 官 （ 支 出 負 担 行 為 担 当 官 ） と の 間 の

契 約 数 量 と 、 税 関 に 提 出 さ れ る 輸 入 申 告 書 に 記 載 さ れ た 数 量 と の 間 で ＋ ５ ％

の ア ロ ー ワ ン ス を 認 め て 差 し 支 え な い ｡ 

③  当 該 輸 入 に つ い て は 納 付 金 の 納 付 は 不 要 で あ る の で 留 意 願 い た い ｡ 

 (2) 法 第 31 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 政 府 と 売 買 契 約 を 締 結 し た 者 が 輸 入 す る

米 穀 等 の 場 合 に つ い て は 、 次 に よ る も の と す る ｡ 

  ①  確 認 時 期  

 輸 入 申 告 の 際  

  ②  確 認 方 法  

 政 策 統 括 官 は 、 米 穀 等 の 輸 入 者 に 、 政 策 統 括 官 （ 支 出 負 担 行 為 担 当 官 ） を

甲 と し 輸 入 業 者 を 乙 と し た ｢輸 入 米 穀 (等 )の 特 別 売 買 契 約 書 ｣の 写 し を 輸 入 申

告 の 際 に 提 出 さ せ る の で 、 当 該 契 約 書 の 写 し の 記 載 内 容 (数 量 )と 輸 入 申 告 書

等 の 記 載 内 容 と の 対 査 確 認 及 び 政 策 統 括 官 （ 支 出 負 担 行 為 担 当 官 ） 印 の 押 印

(印 影 写 し )を 確 認 す る ｡ 

 な お 、 数 量 の 確 認 に お い て 、 政 策 統 括 官 （ 支 出 負 担 行 為 担 当 官 ） と の 間 の

契 約 数 量 と 、 税 関 に 提 出 さ れ る 輸 入 申 告 書 に 記 載 さ れ た 数 量 と の 間 で ＋ ５ ％

の ア ロ ー ワ ン ス を 認 め て 差 し 支 え な い ｡ 

③  当 該 輸 入 に つ い て は 納 付 金 の 納 付 は 不 要 で あ る の で 留 意 願 い た い ｡ 

 (3) 法 第 34 条 の 規 定 に 基 づ き 、 納 付 金 を 納 付 し て 輸 入 す る 米 穀 等 の 場 合 に つ い

て は 、 次 に よ る も の と す る ｡ 

な お 、 保 税 工 場 又 は 総 合 保 税 地 域 に お い て 米 穀 等 を 原 料 と し て 製 造 さ れ た

製 品 を 国 内 に 引 き 取 る 場 合 の 当 該 原 料 米 穀 等 に つ い て も 本 規 定 は 適 用 さ れ る



 

の で 留 意 願 い た い ｡ 

①  確 認 時 期  

輸 入 申 告 の 際  

  ②  確 認 方 法  

    地 方 農 政 局 等 （ 北 海 道 に あ っ て は 北 海 道 農 政 事 務 所 、 沖 縄 県 に あ っ て は 内

閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 を い う 。以 下 同 じ 。）は 、米 穀 等 の 輸 入 者 に 、当 該 輸 入 者

か ら 提 出 さ れ た ｢米 穀 等 輸 入 納 付 金 納 付 申 出 書 ｣(以 下 ｢申 出 書 ｣と い う ｡)(別 紙

２ )に 納 入 告 知 書 番 号 を 記 載 し た も の の 写 し を 交 付 し 、当 該 申 出 書 の 写 し 及 び

収 納 機 関 (銀 行 等 )が 発 行 す る 納 付 金 の ｢領 収 証 書 ｣(歳 入 徴 収 官 事 務 規 程 別 紙

第 ４ 号 書 式 の 第 １ 片 )又 は 地 方 農 政 局 長 等（ 北 海 道 に あ っ て は 北 海 道 農 政 事 務

所 長 、沖 縄 県 に あ っ て は 内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長 を い う 。以 下 同 じ 。）が 発 行

す る「 米 麦 等 輸 入 納 付 金 領 収 証 明 書 」(別 紙 ３ )（ 以 下「 領 収 証 書 等 」と い う 。）

を 輸 入 申 告 の 際 に 提 出 さ せ る の で 、 当 該 申 出 書 の 写 し 及 び 当 該 領 収 証 書 等 の

記 載 内 容 (正 味 数 量 及 び 納 付 金 額 )と 輸 入 申 告 書 等 の 記 載 内 容 と を 対 査 確 認 す

る ｡ 

    な お 、  

     ｱ) 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 (以 下 ｢令 ｣と い う ｡) 

第 ８ 条 第 ４ 項 に 基 づ き 、米 穀 等 の 輸 入 者 よ り 申 出 書 の 変 更 の 申 出 が あ っ た

場 合 (納 付 金 不 足 額 の 追 加 納 付 の 場 合 )は 、地 方 農 政 局 等 は 、米 穀 等 の 輸 入

者 に 、 当 該 輸 入 者 か ら 提 出 さ れ た ｢米 穀 等 輸 入 納 付 金 の 納 付 に 係 る 変 更 申

出 書 ｣(以 下 ｢変 更 申 出 書 ｣と い う ｡)(別 紙 ４ ) に 納 入 告 知 書 番 号 を 記 載 し た

も の の 写 し を 交 付 し 、当 該 変 更 申 出 書 の 写 し 及 び 納 付 金 の 領 収 証 書 等 を 輸

入 申 告 の 際 に 提 出 さ せ る の で 、当 該 変 更 申 出 書 の 写 し 及 び 当 該 領 収 証 書 等

の 記 載 内 容 (正 味 数 量 及 び 納 付 金 額 )と 輸 入 申 告 書 等 の 記 載 内 容 と を 対 査

確 認 す る ｡ 

    ｲ)  令 第 ８ 条 第 ６ 項 に 基 づ き 、 農 林 水 産 大 臣 が 申 出 書 又 は 変 更 申 出 書 の 記 載

事 項 に 誤 り が あ る と 認 め 、 当 該 申 出 又 は 変 更 申 出 に 係 る 納 付 金 の 額 を 決 定

し た 場 合 は 、 地 方 農 政 局 等 は 、 米 穀 等 の 輸 入 者 に 、 納 入 告 知 書 番 号 を 記 載

し た ｢米 穀 等 輸 入 納 付 金 決 定 通 知 書 ｣(以 下 ｢決 定 通 知 書 ｣と い う ｡)(別 紙 ５ )

を 交 付 し 、 当 該 決 定 通 知 書 及 び 納 付 金 の 領 収 証 書 等 を 輸 入 申 告 の 際 に 提 出

さ せ る の で 、当 該 決 定 通 知 書 及 び 当 該 領 収 証 書 等 の 記 載 内 容 (正 味 数 量 及 び

納 付 金 額 )と 輸 入 申 告 書 等 の 記 載 内 容 と を 対 査 確 認 す る ｡ 

ｳ) 米 穀 等 の 輸 入 者 が 輸 入 申 告 を 電 子 申 請 に よ り 行 う 場 合 は 、 地 方 農 政 局 等

は 、 米 穀 等 の 輸 入 者 に 、 申 出 書 、 変 更 申 出 書 又 は 決 定 通 知 書 の 電 子 媒 体 に

電 子 署 名 を 行 っ た 上 で 交 付 し 、 当 該 電 子 媒 体 及 び 納 付 金 の 領 収 証 書 等 の 写

し を 輸 入 申 告 の 際 に 提 出 さ せ る の で 、 当 該 電 子 媒 体 及 び 当 該 領 収 証 書 等 の

写 し の 記 載 内 容 （ 正 味 数 量 及 び 納 付 金 額 ） と 輸 入 申 告 書 等 の 記 載 内 容 と を

対 査 確 認 す る 。  

 (4) 法 第 42 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 30 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 政 府 の 委

託 を 受 け た 者 が 輸 入 す る 麦 等 の 場 合 に つ い て は 、 (1)に 準 じ て 行 う も の と す

る ｡ 



 

  (5) 法 第 43 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 政 府 と 売 買 契 約 を 締 結 し た 者 が 輸 入 す る

麦 等 の 場 合 に つ い て は 、 (2)に 準 じ て 行 う も の と す る 。  

 (6) 法 第 45 条 に 基 づ き 納 付 金 を 納 付 し て 麦 等 の 輸 入 を 行 う 場 合 に つ い て は 、(3)

に 準 じ て 行 う も の と す る ｡た だ し 、こ の 場 合 の 申 出 書 、変 更 申 出 書 及 び 決 定 通

知 書 の 様 式 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 別 紙 ６ 、 別 紙 ７ 及 び 別 紙 ８ に よ る も の と す

る ｡ 

    な お 、 関 税 暫 定 措 置 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 36 号 ） 第 ８ 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定

す る 特 別 特 恵 受 益 国 を 原 産 地 と す る 麦 等 の 輸 入 を 行 お う と す る 場 合 に つ い て

は 、 地 方 農 政 局 等 は 、 当 該 麦 等 の 輸 入 者 に 特 別 特 恵 受 益 国 を 原 産 地 と す る 麦

等 の 輸 入 で あ る 旨 を 記 載 し た 申 出 書 の 写 し を 交 付 し 、 輸 入 申 告 の 際 に 提 出 さ

せ る の で 、 当 該 申 出 書 の 写 し の 記 載 内 容 と 輸 入 申 告 書 等 の 記 載 内 容 と を 対 査

確 認 す る 。  

 

３  通 関 の 際 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 の 取 扱 い  

  前 記 １ 及 び ２ に 関 し て 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、 政 策 統 括 官 又 は 当 該 疑 義 が 生 じ  

た 米 麦 等 に 係 る 通 関 を 行 う 税 関 の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 農 政 局 等 と 協 議 の 上 処

理 す る こ と と す る 。  

 

 

附  則  

こ の 通 知 は 、 平 成 23 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 １ の 改 正 規 定 は 、

関 税 定 率 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 23 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 ２ 条 の 施 行 の

日 （ 平 成 24 年 １ 月 １ 日 ） か ら 施 行 す る 。 ま た 、 ２ の 改 正 規 定 は 、 平 成 23 年 ９

月 １ 日 以 降 の 契 約 か ら 適 用 す る 。  

 

附  則  

こ の 通 知 は 、関 税 定 率 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 第 １ 条 の 施 行 の 日（ 平 成 24

年 ４ 月 １ 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

   こ の 通 知 は 、 平 成 27 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

   こ の 通 知 は 、 平 成 28 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

   こ の 通 知 は 、 令 和 ２ 年 12 月 21 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

    （ 施 行 期 日 ）  

   第 １ 条  こ の 通 知 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

    （ 経 過 措 置 ）  

   第 ２ 条  こ の 通 知 の 施 行 の 際 現 に あ る こ の 通 知 に よ る 改 正 前 の 様 式（ 次 項 に お

い て 「 旧 様 式 」 と い う 。） に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 通 知 に よ る 改 正

後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。  

   ２  こ の 通 知 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は 、当 分 の 間 、こ

れ を 取 り 繕 っ て 使 用 す る こ と が で き る 。  



 

別 紙 １  （ 省 略 ）  

別 紙 ２  

〔 参 考 ： 食 糧 規 則 別 記 様 式 第 ２ 号 〕  

 

米 穀 等 輸 入 納 付 金 納 付 申 出 書 

(兼 米 穀 等 輸 入 納 付 金 納 付 調 書 ) 

 

年   月   日  

 

    地 方 農 政 局 長  

北 海 道 農 政 事 務 所 長  

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長   殿  

 

住 所  

氏 名             

 

 米 穀 等 の 輸 入 に 係 る 納 付 金 を 納 付 す る こ と に つ い て 、 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の

安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 申 し 出 ま す ｡ 

 

記  

 

１  輸 入 港 及 び 積 出 港  

 

２  輸 入 の 時 期  

 

３  輸 入 に 係 る 米 穀 等 の 種 類 及 び 数 量 並 び に 納 付 金 の 単 価 及 び 額  

種 類 (品 名 ) (参 考 )関 税 番 号  正 味 数 量 (㎏ ) 納 付 金 単 価 (円 /㎏ ) 納 付 金 額 (円 ) 

     

     

     

納 付 金 額 計  

受    理  

 

  

 

(注 )上 記 申 出 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 申 し 出 て く だ さ い ｡     



 

別 紙 ３  

 

米麦等輸入納付金領収証明書 

 

番      号   

年   月   日   

 

住所  

氏名             殿  

 

 

 

                                 地方農政局長  

北海道農政事務所長  

内閣府沖縄総合事務局長    

 

 

 下記の金額について、米穀等及び麦等輸入納付金として納付されたこと

を証明します。  

 

 

記  

 

 

 １  関税番号                       

 

 ２  納入告知書整理番号                  

 

  ３  正味数量                    ｋｇ  

 

 ４  納付金額                     円  

 

 ５  納付年月日          年     月     日  

 

 ６  納付方法                       

 

 

 

 

 



 

別 紙 ４  

〔 参 考 ： 食 糧 規 則 別 記 様 式 第 ３ 号 〕  

 

米 穀 等 輸 入 納 付 金 の 納 付 に 係 る 変 更 申 出 書 

( 兼 納 付 金 増 減 額 算 定 調 書 ) 

 

年   月   日  

    地 方 農 政 局 長  

北 海 道 農 政 事 務 所 長  

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長   殿  

住 所  

氏 名            

 

  年  月  日 付 け で 提 出 し た 米 穀 等 の 輸 入 に 係 る 納 付 金 の 納 付 申 出 書 の 記 載 事 項

の 変 更 に つ い て 、 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 ８ 条 第 ４ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 申 し 出 ま す ｡ 

 

記  

 

１  輸 入 港 及 び 積 出 港  

 

２  輸 入 の 時 期  

 

３  輸 入 に 係 る 米 穀 等 の 種 類 及 び 数 量 並 び に 納 付 金 の 単 価 及 び 額  

 

区  分  

 

種  類  

(品 名 ) 

(参 考 ) 

関  税  

番  号  

正  味  

数  量  

(㎏ ) 

納 付 金  

単  価  

(円 /㎏ ) 

納  付  

金  額  

(円 ) 

変 更 申 出 に よ り  

増 加 又 は 減 少 す

る 納 付 金 額 (円 ) 

変 更  前        

後        

変 更  前        

後        

納 付 金 増 減 額   

受     理  

 



 

別 紙 ５  

〔 参 考 ： 食 糧 規 則 別 記 様 式 第 ４ 号 〕  

 

米 穀 等 輸 入 納 付 金 決 定 通 知 書 

 

  

年  月  日 付 け で 提 出 さ れ た 米 穀 等 の 輸 入 に 係 る 納 付 金 の 納 付 申 出 書 (納 付 に

係 る 変 更 申 出 書 )に つ い て は 記 載 事 項 に 誤 り が あ る と 認 め ら れ た た め 、主 要 食 糧 の 需

給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 ８ 条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り

納 付 金 の 額 を 決 定 し た の で 通 知 し ま す ｡ 

 

  

年   月   日  

 

住 所  

氏 名          殿  

 

                       地 方 農 政 局 長  

                       北 海 道 農 政 事 務 所 長  

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長    

 

 

記  

 

種 類 (品 名 ) (参 考 )関 税 番 号  正 味 数 量 (㎏ ) 納 付 金 単 価 (円 /㎏ ) 納 付 金 額 (円 ) 

     

     

     

     

     

納 付 金 額 計  

 

 



 

別 紙 ６  

〔 参 考 ： 食 糧 規 則 別 記 様 式 第 ７ 号 〕  

 

麦 等 輸 入 納 付 金 納 付 申 出 書 

(兼 麦 等 輸 入 納 付 金 納 付 調 書 ) 

 

年   月   日  

    地 方 農 政 局 長  

北 海 道 農 政 事 務 所 長  

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長   殿  

住 所  

氏 名            

 

 麦 等 の 輸 入 に 係 る 納 付 金 を 納 付 す る こ と に つ い て 、 主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安

定 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 14 条 に お い て 準 用 す る 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、下 記

の と お り 申 し 出 ま す ｡ 

 

記  

 

１  輸 入 港 及 び 積 出 港  

 

２  輸 入 の 時 期  

 

３  輸 入 に 係 る 麦 等 の 種 類 及 び 数 量 並 び に 納 付 金 の 単 価 及 び 額  

種 類 (品 名 ) (参 考 )関 税 番 号  正 味 数 量 (㎏ ) 納 付 金 単 価 (円 /㎏ ) 納 付 金 額 (円 ) 

     

     

     

納 付 金 額 計  

受    理  

 

  

 

(注 )上 記 申 出 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 申 し 出 て く だ さ い ｡ 



 

別 紙 ７  

〔 参 考 ： 食 糧 規 則 別 記 様 式 第 ８ 号 〕  

 

麦 等 輸 入 納 付 金 の 納 付 に 係 る 変 更 申 出 書 

( 兼 納 付 金 増 減 額 算 定 調 書 ) 

 

年   月   日  

    地 方 農 政 局 長  

北 海 道 農 政 事 務 所 長  

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長   殿  

住 所  

氏 名            

 

  年  月  日 付 け で 提 出 し た 麦 等 の 輸 入 に 係 る 納 付 金 の 納 付 申 出 書 の 記 載 事 項 の

変 更 に つ い て 、主 要 食 糧 の 需 給 及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 14 条 に お い て

準 用 す る 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 申 し 出 ま す ｡ 

 

記  

 

１  輸 入 港 及 び 積 出 港  

 

２  輸 入 の 時 期  

 

３  輸 入 に 係 る 麦 等 の 種 類 及 び 数 量 並 び に 納 付 金 の 単 価 及 び 額  

 

区  分  

 

種  類  

(品 名 ) 

(参 考 ) 

関  税  

番  号  

正  味  

数  量  

(㎏ ) 

納 付 金  

単  価  

(円 /㎏ ) 

納  付  

金  額  

(円 ) 

変 更 申 出 に よ り  

増 加 又 は 減 少 す

る 納 付 金 額 (円 ) 

変 更  前        

後        

変 更  前        

後        

納 付 金 増 減 額   

受     理  

 

 



 

別 紙 ８  

〔 参 考 ： 食 糧 規 則 別 記 様 式 第 ９ 号 〕  

 

麦 等 輸 入 納 付 金 決 定 通 知 書 

 

  

年  月  日 付 け で 提 出 さ れ た 麦 等 の 輸 入 に 係 る 納 付 金 の 納 付 申 出 書 (納 付 に 係

る 変 更 申 出 書 )に つ い て は 記 載 事 項 に 誤 り が あ る と 認 め ら れ た た め 、主 要 食 糧 の 需 給

及 び 価 格 の 安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 14 条 に お い て 準 用 す る 第 ８ 条 第 6 項 の 規 定 に

基 づ き 、 下 記 の と お り 納 付 金 の 額 を 決 定 し た の で 通 知 し ま す ｡ 

 

  

年   月   日  

 

住 所  

氏 名          殿  

 

                       地 方 農 政 局 長  

                       北 海 道 農 政 事 務 所 長  

                       内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長    

 

記  

 

種 類 (品 名 ) (参 考 )関 税 番 号  正 味 数 量 (㎏ ) 納 付 金 単 価 (円 /㎏ ) 納 付 金 額 (円 ) 

     

     

     

     

     

納 付 金 額 計  

 

 

 

 

 

 

 


